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船舶事故調査報告書 

 

   令和元年７月３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 平成３０年９月１９日 ０８時４０分ごろ 

発生場所 熊本県八代
やつしろ

市南
みなみ

島南西方沖（八代港） 

 八代港防波堤灯台から真方位３００°１,２００ｍ付近 

 （概位 北緯３２°３１.７′ 東経１３０°３１.３′） 

事故の概要  引船なぎさ丸は、浮きドックをえい
．．

航して西北西進中、甲板員１人

が負傷した。   

 なぎさ丸は、右舷船首部ブルワークの曲損等を生じた。 

事故調査の経過  平成３０年９月２５日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

  

 

Ａ 引船 なぎさ丸、１４トン 

   ２９３－２１１２５長崎、星野建設株式会社（船舶所有者）、

有限会社山本建設工業（運航者、Ａ社） 

   １１.９８ｍ（Lr）×４.１８ｍ×１.６７ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、４７８.１０kＷ、昭和４５年４月 

Ｂ 引船 なつみ丸、１４トン 

   ２９３－１９３５５鹿児島、小牧建設株式会社（船舶所有

者）、有限会社中﨑潜水工業（運航者、Ｂ社） 

   １１.９５ｍ（Lr）×４.６０ｍ×１.８０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３６.００kＷ、昭和６２年３月 

Ｃ 浮きドック （船名なし）、４,０００トン（載貨重量トン数） 

   なし、株式会社有明商事（Ｃ社） 

   １００.００ｍ×２９.００ｍ×２.５０ｍ、鋼 

   機関なし、平成２９年８月１日（竣工） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５４歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５５年９月８日 

    免許証交付日 平成２９年３月２７日 

           （令和４年５月１４日まで有効） 

 甲板員Ａ 男性 ４８歳 

   一級小型船舶操縦士 
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    免許登録日 平成２９年１１月１７日 

    免許証交付日 平成２９年１１月１７日 

           （令和４年１１月１６日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ４９歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成３年１２月１９日 

    免許証交付日 平成２８年６月７日 

           （令和３年１２月１８日まで有効） 

 死傷者等 Ａ 重傷 １人（甲板員Ａ） 

 損傷 Ａ 右舷船首部ブルワークに曲損、機関室送風装置に破損 

Ｂ なし 

Ｃ なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の末期、潮流 南南西流約１ノット

（kn） 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び甲板員Ａが乗り組み、また、Ｂ船は、船長Ｂほ

か１人が乗り組み、Ａ船がＣ船の左舷船首方に、Ｂ船がＣ船の右舷船

首方にそれぞれえい
．．

航索をとってＣ船を並列にえい
．．

航する引船列（以

下「本件引船列」という。）を構成し、作業員３人が乗ったＣ船を熊

本県上
かみ

天
あま

草
くさ

市上天草港阿
あ

村
むら

港区北方沖まで回航する目的で、平成３０

年９月１９日０８時００分ごろ八代港を出航した。 

 本件引船列は、前後に警戒船各１隻を配置し、船長Ａ及び船長Ｂ

が、操舵室の外に出て各船の状況を確認し、舵及び機関の遠隔操縦装

置を使用して操船を行い、Ｃ船が左右に振られながら、約３.５knの

対地速力で航行した。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

図１ Ｃ船のえい
．．

航状況（イメージ） 

 

 本件引船列は、西北西進中、掘り下げ水路を横切った後、Ｃ船の船

尾部が左方に大きく振れ、態勢を立て直す目的でＡ船及びＢ船がＣ船

を左前方に引き、Ｃ船が、左回頭して一旦振れが戻ったものの、惰性

で左回頭を続け、Ａ船のえい
．．

航ロープが緩んで“Ａ船の右舷船尾部ブ

ルワークに設置されたビット”（以下「本件ビット」という。）に引っ

掛かった。（図２、図３参照） 

 

Ｂ船 

後方警戒船 

Ａ船 

前方警戒船 

Ｃ船 
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図２ Ｃ船の船尾部が左方に大きく振れた際の状況（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 本件ビットにえい航ロープが引っ掛かった状況（イメージ） 

 

 本件引船列は、Ａ船及びＢ船が、Ｃ船を右前方に引いて振れを戻そ

うとしていたところ、Ａ船が右方に移動を始め、船長Ａ及び甲板員Ａ

が本件ビットにＡ船のえい
．．

航ロープが引っ掛かっていることに気付

き、甲板員Ａが後部甲板に移動した。（図４参照） 

 

 

 

 

  

図４ Ａ船が右方に移動を始めた状況（イメージ） 

 

 本件引船列は、船長Ａが、Ａ船がＣ船に接触すると思い、左舵を取

ったものの、Ａ船は右方に移動し続け、また、船長Ｂが、Ａ船がＢ船

のえい
．．

航ロープに接近していることに気付き、同ロープを緩めてＡ船

が接触した際の衝撃を緩和しようと思い、主機を中立運転とした。  

 Ａ船のえい
．．

航ロープを本件ビットから外そうとしていた甲板員Ａ

は、０８時４０分ごろ、Ａ船の右舷側がＢ船のえい
．．

航ロープに接触し

た際、Ａ船の機関室囲壁右舷側面と同ロープとの間に上半身を挟まれ

た。（図５、写真１参照） 
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図５ 本事故発生時の本件引船列の状況（イメージ） 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

写真１ 本事故発生時の甲板員Ａの状況（イメージ） 

 

 Ｃ船の作業員は、甲板員Ａが、Ａ船の機関室囲壁右舷側面とＢ船の

えい
．．

航ロープとの間に上半身を挟まれた後、同ロープが上方に移動

し、ヘルメットが飛ばされて頭部を機関室囲壁上面の送風装置に強打

するのを目撃した。 

 本件引船列は、Ａ船の右舷側がＣ船の船首部右舷端付近に接触した

後、Ａ船がＣ船の右舷船首部付近で、また、Ｂ船がＣ船の右舷側で、

共に船首が後方を向いた状態となった。 

 船長Ａは、Ｃ船の作業員から、甲板員Ａが倒れていると声を掛けら

れ、主機を中立運転とした後、後部甲板に移動し、頭部から血を流し

て倒れていた甲板員Ａの介抱を行い、携帯電話でＡ社担当者に本事故

の発生を連絡した。 

 前方警戒船の船長は、Ａ船に接近した際に甲板員Ａが倒れているこ

とに気付き、携帯電話で１１８番通報した。 

 船長Ｂは、後方警戒船の乗組員に対し、Ａ船に移乗して八代港まで

操船するようにトランシーバーで指示した。 

 甲板員Ａは、Ａ船で八代港に運ばれ、Ａ社担当者が手配した救急車

で病院に搬送され、外傷性くも膜下出血、前頭骨開放骨折、左外傷性

気胸及び左第１１肋骨
ろっこつ

骨折と診断された。 

 Ｃ船は、緊急投錨した後、船首部両舷端のボラードに両端を係止し

たロープとＢ船のえい
．．

航ロープとをＹ字形に連結し、Ｂ船にえい
．．

航さ

れて上天草港阿村港区北方沖に到着した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真２ 本件引船列 参照） 

Ｂ船のえい
．．

航ロープ 
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 その他の事項  Ｃ船の回航は、Ｃ社からＣ船の暫定的な管理を依頼された上天草市

の造船所がＢ社に依頼し、船長Ｂが作業責任者を務め、当初、機関出

力約１,２００kＷの船舶で押航する予定であったが、同船の故障でＢ

船を使用することとなり、不足分の機関出力をＡ船で補うこととして

２隻で並列にえい
．．

航することとなった。 

 Ｃ船は、中華人民共和国から大韓民国籍の引船によってえい
．．

航さ

れ、１８日Ａ船、Ｂ船等が支援に加わって八代港内の岸壁に着岸した

後、バラスト水が排出され、乾舷が約１.０ｍから約１.５ｍに増加し

ていた。 

 本件引船列は、えい
．．

航ロープの長さが、Ａ船約３４ｍ及びＢ船約５

０ｍで、同ロープはそれぞれＡ船及びＢ船の機関室囲壁上面中央部の

えい
．．

航フックとＣ船の船首部両舷端のボラードに係止されていた。 

 船長Ｂは、Ａ船とＢ船の機関出力が異なっていた上、Ｃ船が、バラ

スト水の排出の結果、想定よりも動きやすくなっていたので、えい
．．

航

中、Ｃ船が左右に振られていると思った。 

 船長Ｂは、Ｃ船が左右に振られている状態で潮流によって圧流され

たので、掘り下げ水路を横切った後、Ｃ船の船尾部が左方に大きく振

れたと本事故後に思った。 

 船長Ａは、Ａ船が右方に移動した際、本件ビットにＡ船のえい
．．

航ロ

ープが引っ掛かっていたので、左舵を取ったものの、Ａ船が、左回頭

するＣ船に同ロープを介して右舷船尾部を引っ張られ、右回頭して右

方に移動したと本事故後に思った。 

 船長Ｂは、引船とＣ船とをえい
．．

航ロープでＹ字形に連結した上、Ｃ

船の後方両舷にＣ船のボラードからロープをとった制動用の船舶２隻

を配置してえい
．．

航を行えばよかったと本事故後に思った。 

 船長Ａは、甲板員Ａが後部甲板に移動した際、操舵室天井の上で操

船しており、後部甲板に行かないように、また、Ａ船のえい
．．

航ロープ

を本件ビットから外す作業を行わないように声を掛けたが、機関音で

甲板員Ａに聞こえていなかったと本事故後に思った。 

 甲板員Ａは、本事故後、後部甲板に移動したこと及び負傷に至った

状況について記憶がなかった。 

 甲板員Ａは、ふだん、張った状態のえい
．．

航ロープに近づくことはな

かったが、本事故当時、Ａ船が、右方に移動し、Ｃ船と接触して転覆

すると考え、後部甲板に移動してＡ船のえい
．．

航ロープを本件ビットか

ら外そうとしたと本事故後に思った。 

 本件引船列及び前後の警戒船の乗船者は、全員救命胴衣及びヘルメ

ットを着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 

Ａ あり、Ｂ あり、Ｃ なし 

Ａ あり、Ｂ あり、Ｃ なし 
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 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ あり 

 本件引船列は、南島南西方沖において、南南西流約１knの潮流があ

る状況下、西北西進中、機関出力が異なるＡ船とＢ船が並列でＣ船を

えい
．．

航したことから、Ｃ船が左右に振られた状態で潮流により圧流さ

れて船尾部が左方に大きく振れ、その後、Ａ船が右方に移動してＢ船

のえい
．．

航ロープと接触した際、甲板員ＡがＡ船の機関室囲壁右舷側面

と同ロープとの間に上半身を挟まれて負傷したものと考えられる。 

 本件引船列は、Ｃ船の回航に使用する予定であった船舶が故障した

ことから、Ａ船がＣ船の左舷船首方に、Ｂ船がＣ船の右舷船首方にそ

れぞれえい
．．

航索をとってＣ船を並列でえい
．．

航することとなったものと

考えられる。 

 本件引船列は、Ｃ船の船尾部が左方に大きく振れた際、Ａ船及びＢ

船がＣ船を左前方に引いてＣ船が左回頭を始め、Ａ船のえい
．．

航ロープ

が緩んで本件ビットに引っ掛かったことから、Ａ船が、左回頭するＣ

船に同ロープを介して右舷船尾部を引っ張られ、右回頭して右方に移

動したものと考えられる。 

 甲板員Ａは、Ａ船の機関室囲壁右舷側面とＢ船のえい
．．

航ロープとの

間に上半身を挟まれた後、同ロープが上方に移動したことから、ヘル

メットが飛ばされて頭部を機関室囲壁上面の送風装置に強打したもの

と考えられる。 

原因  本事故は、本件引船列が、南島南西方沖において、南南西流約１kn

の潮流がある状況下、西北西進中、機関出力が異なるＡ船とＢ船が並

列でＣ船をえい
．．

航したため、Ｃ船が左右に振られた状態で潮流により

圧流されて船尾部が左方に大きく振れ、その後、Ａ船が右方に移動し

てＢ船のえい
．．

航ロープと接触した際、甲板員ＡがＡ船の機関室囲壁右

舷側面と同ロープとの間に上半身を挟まれたことにより発生したもの

と考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・えい
．．

航を行う場合は、引船とえい
．．

航物件とをえい
．．

航ロープでＹ字

形に連結するなどしてえい
．．

航時の左右の力に偏りが生じないよう

にすることが望ましい。 

・浮きドックのような大きな物件は、えい
．．

航の際、水線下の面積が

大きいので潮流によって圧流されて振れが生じやすく、また、一

旦振れが大きくなると制動が困難になるので、その後方に適宜制

動用の船舶を配置することが望ましい。 

・張った状態のえい
．．

航索には近づかないこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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写真２ 本件引船列 

 

 

 

 

 

Ａ船 Ｂ船 Ｃ船 


